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事業名
内容
（何を？）

予定日
（いつ？）

場所
（どこで？）

対象・対象人数
（誰に？）

メンバー
（敬称略）
(1/29時点)
＊は職員

・①自治基本条例とは何か？
　②なぜ必要なのか？
　③なぜ意見を聞かれるのか？
・条例ができたことをお知らせする
・子供向けを作れば大人も分かる

・社会福祉という文字を入れてほしい
　例：高齢者・障害者・母子福祉
・財政状況に左右されない
　地方条例をつくることを念頭に入れること

ビデオづくり

・ドキュメンタリーづくり
・構成は先につくっておけば必要な絵がとれるのでは？
・どんなものにしたいか？シナリオ
・条例施行までの記録・取材

・条例ができた後に使用

パブコメ用１分CM

・条例つくりました。ご意見下さいのCM
・CMの内容　条例案にご意見下さい
・パブコメPR　１分間CM
・条例公布・施行これにもCM

・パブコメ　５月１５日～６月１５日

PI寸劇

方針
・なるべく負担をかけない
・誰でもすぐにできる寸劇
・難しいことを楽しく聞いてもらえるしかけ

・デビュー　PIのとき
・１０月・３月のフォーラムで実施
・イベント等で実施

①町内会を対象としたPI活動

・全部で７９　全部は無理？
　⇒地区公民館単位で行うと１１ヶ所

②安城南高校 ・現在のところ未定 ・４～５月が目標
・安城南高校
　他に安城高校・安城東高校・安城農林高校

・生徒会

③中学校青少年健全育成会 ・全部で８ ・６月下旬～７月上旬
・教員・民生委員
・PTA・保護司

④市職員の研修？ ・新人職員研修 ⇒ 全職員

⑤わくわくセンター ・ボランティア登録団体

Ｄ

フォーラム
＆

イベント

・自治基本条例があるということと、
　何かということを知らせる。
・やわらかくやりたい。とっつきやすく。
・出前講座の総集編
・C班の集大成
・出前講座の意見
・実務的なものは自ら調べる。
・出前講座をやっていく中で、
　広く市民に半分イベントで

・不特定多数の
　ため

草苅
角谷
小森
野村
榊原（勝）
太田＊
植村
大津＊

大橋
若井
杉浦（彦）
杉浦（武）
古田
杉浦（雅）＊
平岩＊
木内

纓田
稲垣＊

杉山
金原
亀田＊

市民会議⑳　ＰＩ分科会　まとめ

Ａ

パンフ
＆
小冊子

・町内会長が４月で交代するところが多い⇒年度明けから開催
・月に何回くらい開催できそうか？

・４月中２ヶ所　北部・桜井公民館
　　会長名で町内会長に依頼、会場予約・調整
・５～８月予定　中部・作野・二本木・東部・昭林・安祥・南部・西部・
　　　　　　　　　 中央（文化センター）
　　順々に開催、広報などで案内

榊原（平）
荻野
森川
高橋
沓名＊

・駅前で配る
・出前講座

Ｂ

映像
＆
寸劇

Ｃ

出前講座
＆
勉強会

北から　南から　攻める！

次回
構成づくり（たたき台）
4月までにつくる　4月1日

次回
・１分間のストーリーづくり宿題
・次回にみんなで出演。第21回あんき会で


